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◎新潟県告示第945号 

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項の規定による指定障害児通所支援事業者を次のとお

り指定した。 

令和７年10月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

障害児通所支援 

の種類 
事業所の名称 所在地 事業者 

指定 

年月日 

児童発達支援 こどもサポート教室

「きらり」長岡古正

寺校 

長岡市古正寺１丁目

2864番地 
株式会社クラ・ゼミ 

令和７年

10月１日 
放課後等デイサー

ビス 

保育所等訪問支

援 
フレデリーながおか 長岡市中島６－５－46 株式会社ウィリー 

令和７年

10月１日 

放課後等デイサー

ビス  

放課後等デイサービ

ス ココン新発田 

新発田市新栄町１丁目

10－16 

Mioメディカルマネージメント

株式会社 

令和７年

10月１日 

児童発達支援 
すまいるキッズいじ

みの 

新発田市五十公野4685

－７ 

社会福祉法人のぞみの家福祉

会 

令和７年

10月１日 

 


